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（証券コード 7615）
2022年６月９日

株 主 各 位
東京都中央区日本橋大伝馬町14番１号
株式会社YU-WA Creation Holdings
代表取締役社長 服 部 雅 親

第51期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第51期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につ

きましては、極力、書面又はインターネットにより事前の議決権行使をいただき、株主様の健康
状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、３ページに記載の「議決権行

使についてのご案内」に従って、2022年６月23日（木曜日）午後６時までに議決権をご行使く
ださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

１．日 時 2022年６月24日（金曜日）午前10時30分
２．場 所 東京都中央区日本橋富沢町11番12号

サンライズビル東京 ２階「ザ・グリーンホール」
３．目的事項
報 告 事 項 1. 第51期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告の内容、

連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類
監査結果報告の件

2. 第51期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類の内容報
告の件
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決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 資本金の額の減少の件
第３号議案 定款一部変更の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第５号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第６号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」
につきましては、法令及び当社定款第20条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.yuwa-holdings.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しており
ません。なお、本招集ご通知の添付書類に記載しております連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監
査等委員会が会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部でありま
す。
◎添付書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.yuwa-holdings.co.jp/）に掲載させていただきます。

〈当日ご出席の株主様へのお願い〉
◎株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。イン
ターネット上の当社ウェブサイト（https://www.yuwa-holdings.co.jp/）より、発信情報をご確認ください
ますよう、併せてお願い申し上げます。
◎当日ご出席の際は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上
げます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参ください。
◎代理人によるご出席の場合は、当社定款に従い、代理人は当社の議決権を有する他の株主様１名のみとさせて
いただきます。その際、株主様ご本人の議決権行使書用紙とともに、代理権を証明する書面（委任状）を会場
受付にご提出ください。

◎株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対をさせていただきます。
◎本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における議案
の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に本招集ご通知にお目通しいただけ
ますようお願い申し上げます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。
議決権をご行使いただくには以下の３つの方法がございます。

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、第51期定時
株主総会招集ご通知（本書）をご持参ください。

開催日時

2022年６⽉23⽇（木曜⽇）午後6時まで
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限ま
でに到着するようご返送ください。

行使期限

2022年６⽉24⽇（金曜⽇）午前10時30分

当社の指定する議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）に
アクセスしていただき、議決権をご行使ください。

2022年６⽉23⽇（木曜⽇）午後6時まで行使期限

詳しくは次ページをご覧ください。

株主総会へ出席する場合

議決権行使書を郵送する場合

インターネットで議決権を行使する場合
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「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが次ページの「議決権行使ウェブサイト
によるご行使」をご参照いただき、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」･「パスワード」
を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、下記の議決権行使ウェブサイトにアクセスできます。

表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は２つあります。

２議決権行使ウェブサイトを開く
以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

同封の議決権行使書用紙の右下「スマート
フォン用議決権行使ウェブサイトログイン
QRコード」をスマートフォンかタブレット端末
で読み取ります。

１スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

※QRコード®は、株式会社デンソーウェーブの
登録商標です。

議決権行使書

「スマート行使」によるご行使
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議決権行使ウェブサイトによるご行使

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。
https://www.web54.net

議決権行使書用紙裏面に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

「次へすすむ」をクリック

「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

「パスワード」を入力

実際にご使用になる新し
いパスワードを設定して
ください
「登録」をクリック

議決権行使書用紙裏面に記載された「パスワード」をご入力ください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※議決権行使の取扱い

2

3

4

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間 午前9時～午後9時）

インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効なものといたします。
書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なもの
といたします。

議決権行使ウェブサイト
https://www.web54.net

株 主 番 号

議決権行使個数

ご所有株式数

お 願 い

（ 単元株式数 株）

個

株

○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○

議決権行使ウェブサイト
○○○○○○○○○○○○○○

議決権行使コード
0000000000000000000

パスワード
00000000

000000000 00000000 0000000000

◎○○○○○○○○○○○○○○○○○○
◎○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○

○○○○○ 気付

行

料
金
受
取
人
払
郵
便

郵
便
は
が
き

0
0
0
-0
0
0
0

0
0

0
0

差
出
有
効
期
間

○
○
○
○
年
○月

○日まで

○○○○株式会社

株 主 番 号

議決権行使個数

ご所有株式数

お 願 い

（ 単元株式数 株）

個

株

○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○

議決権行使ウェブサイト
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
当社は、経営の効率化により収益の向上を図り、その結果としての利益配分に

関しては、将来の資金需要を勘案しながら、株主還元として安定的・継続的な配
当を行うことを重視しております。
当期の期末配当につきましては、当期の業績、今後の経営環境及び事業展開等

を総合的に勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。
（1）配当財産の種類

金銭といたします。
（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金３円 総額36,575,733円
（3）剰余金の配当が効力を生じる日

2022年６月27日

2022年05月26日 16時41分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 7 ―

第２号議案 資本金の額の減少の件
今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とするため、会社法第447条第１

項の規定に基づき、資本金の額の減少を行い、その全額をその他資本剰余金に振り
替えるものであります。
（1）減少する資本金の額

資本金1,215,949,405円のうち1,115,949,405円を減少し、減少後の資本
金の額を100,000,000円といたします。

（2）資本金の額の減少が効力を生じる日
2022年６月24日
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第３号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
（1）当社グループ事業の現状に適応するため、第２条（目的）を一部修正するも

のであります。
（2）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし

書きに規定する改正規定が2022年9月１日に施行されることから、株主総
会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するも
のです。
① 変更案第２０条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報につい
て、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

② 変更案第２０条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記
載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定
款第２０条）は不要となるため、これを削除するものであります。

④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであ
ります。

２．変更の内容
変更内容は次のとおりであります。

（下線は変更箇所を示します。）
現行定款 変更案

第１章 総 則 第１章 総 則
（目的）
第２条 〈条文省略〉

（目的）
第２条 〈現行どおり〉

１．～19． 〈条文省略〉 １．～19． 〈現行どおり〉
〈新 設〉 20．生命保険の募集に関する業務
20．前各号に附帯する一切の業務 21．前各号に附帯する一切の業務
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現行定款 変更案
第３章 株主総会 第３章 株主総会

（株主総会参考書類等のインターネット開示
とみなし提供）
第２０条 当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類、事業報告、計
算書類及び連結計算書類に記載又
は表示をすべき事項に係わる情報
を、法務省令に定めるところに従
いインターネットを利用する方法
で開示することにより、株主に対
して提供したものとみなすことが
できる。

〈削 除〉

〈新 設〉 （電子提供措置等）
第２０条 当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類等の内容である
情報について、電子提供措置をと
るものとする。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事
項のうち法務省令で定めるものの
全部又は一部について、議決権の
基準日までに書面交付請求した株
主に対して交付する書面に記載し
ないことができる。
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現行定款 変更案
附 則 附 則

第１条 〈条文省略〉 第１条 〈現行どおり〉
〈新 設〉 （株主総会資料の電子提供に関する経過措置）

第２条 現行定款第２０条（株主総会参考書
類等のインターネット開示とみなし
提供）の削除及び変更案第２０条
（電子提供措置等）の新設は、会社法
の一部を改正する法律（令和元年法
律第70号）附則第１条ただし書きに
規定する改正規定の施行の日（以下
「施行日」という）から効力を生ずる
ものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、施行日か
ら６か月以内の日を株主総会の日と
する株主総会については、現行定款
第２０条はなお効力を有する。

３ 本条は、施行日から６か月を経過し
た日又は前項の株主総会の日から３
か月を経過した日のいずれか遅い日
後にこれを削除する。
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第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）

全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取
締役５名の選任をお願いするものであります。
監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における業務執行状況等を評価

したうえで、当社の取締役として適任であると判断しております。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号 氏名 現在の当社における地位

１
は っ と り ま さ ち か

服 部 雅 親 代表取締役社長 再任

２
か す や し ん い ち

粕 谷 進 一 取締役副社長 再任

３
は し も と か ず ゆ き

橋 本 和 之 常務取締役 再任

４
ひ が さ ゆ う じ

日 笠 祐 二 取締役 再任

５
は し も と やすし

橋 本 泰 社外取締役 社外 独立 再任
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候補者

番 号 １
はっとり ま さ ち か

服部 雅親 1959年11月29日生
当社株式所有数：39,600株 再任

▶略歴・当社における地位及び担当
1982年４月 かざん㈱入社
1990年９月 ㈲西日本和裁（現㈱プルミエール）入社
1995年12月 当社入社
2003年６月 営業三部長就任
2005年６月 取締役営業三部長就任
2007年５月 ㈱京都きもの友禅友の会取締役就任
2007年６月 当社専務取締役営業本部長就任
2010年６月 代表取締役専務営業本部長就任
2011年５月 ㈱京都きもの友禅友の会代表取締役社長就任
2011年６月 当社代表取締役社長兼営業本部長就任
2013年４月 代表取締役社長就任
2015年６月 代表取締役社長兼管理本部長就任
2017年５月 代表取締役社長兼営業本部長就任
2019年６月 代表取締役社長就任
2019年10月 代表取締役社長マーケティング本部長就任
2021年４月 代表取締役社長就任（現任）
2021年４月 京都きもの友禅㈱取締役会長就任（現任）
2021年10月 ㈱京都きもの友禅友の会取締役就任（現任）

▶重要な兼職の状況
京都きもの友禅㈱ 取締役会長
㈱京都きもの友禅友の会 取締役

▶取締役候補者とした理由
服部雅親氏は、2011年6月に代表取締役社長に就任して以来、11年間にわたり当社グループの事業展開を
推進し、当社グループの成長に貢献してまいりました。和装事業における幅広い知識、持続的な企業価値向
上のためのリーダーシップは、当社グループの更なる成長のために必要であることから、引き続き取締役候
補者といたしました。
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候補者
番 号 ２

か す や し ん い ち

粕谷 進一 1971年１月14日生
当社株式所有数：106,000株 再任

▶略歴・当社における地位及び担当
1998年３月 ㈱レントラックジャパン（現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）入社
2007年３月 ㈱TSUTAYA（現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）取締役管理本部長
2009年６月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役CSO

㈱カカクコム社外取締役
2010年４月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役CFO
2010年６月 ㈱アイ・エム・ジェイ取締役
2011年３月 ㈱オプト（現 ㈱デジタルホールディングス）社外取締役
2013年４月 ㈱力の源カンパニー（現 ㈱力の源ホールディングス）入社 取締役CSO
2016年４月 ㈱力の源パートナーズ代表取締役社長

㈱力の源ホールディングス取締役CFO兼財務・経理本部長
2016年10月 同上 取締役CFO兼経営管理本部長
2016年11月 ㈱渡辺製麺取締役
2017年６月 ㈱力の源ホールディングス常務取締役CFO
2019年４月 ㈱渡辺製麺代表取締役社長
2019年６月 当社取締役管理本部長就任
2019年10月 専務取締役経営管理本部長就任
2020年５月 ㈱京都きもの友禅友の会取締役就任
2021年４月 当社取締役副社長経営管理本部長兼マーケティング本部長就任
2021年４月 京都きもの友禅㈱取締役就任（現任）
2021年10月 ㈱京都きもの友禅友の会代表取締役社長就任（現任）
2022年４月 当社取締役副社長就任（現任）

▶重要な兼職の状況
京都きもの友禅㈱ 取締役
㈱京都きもの友禅友の会 代表取締役社長

▶取締役候補者とした理由
粕谷進一氏は、2019年6月に当社取締役に就任して以来、経営戦略、財務等に関する豊富な経験と高い専門
性を活かし、当社グループの安定的な財務基盤の構築と持続的な成長戦略の実現に多大なる成果をあげてお
ります。また、マーケティング戦略のデジタルシフトや人事・労務管理体制の整備にも取り組んでまいりま
した。同氏の経営戦略、財務等に関する経験と知識は、当社グループの更なる成長のために必要であること
から、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 ３

は し も と か ず ゆ き

橋本 和之 1977年２月５日生
当社株式所有数：35,600株 再任

▶略歴・当社に及び地位及び担当
2000年３月 当社入社
2010年４月 営業一部長就任
2013年４月 営業副本部長兼営業一部長就任
2013年６月 取締役営業副本部長兼営業一部長就任
2015年４月 取締役営業副本部長兼営業一部長兼営業二部長就任
2017年５月 取締役営業部長就任
2019年５月 ㈱京都きもの友禅友の会取締役就任
2019年６月 当社常務取締役就任（現任）
2021年４月 京都きもの友禅㈱代表取締役社長就任（現任）

▶重要な兼職の状況
京都きもの友禅㈱ 代表取締役社長

▶取締役候補者とした理由
橋本和之氏は、2013年6月に当社取締役に就任して以来、当社の営業戦略の実行に多大なる成果をあげてお
ります。2021年4月には京都きもの友禅(株)の代表取締役に就任し、DX活用による営業活動効率の向上や
人材開発にも取り組んでまいりました。同氏の経営戦略・営業戦略に関する豊富な経験と知識は、当社グル
ープの更なる成長のために必要であることから、引き続き取締役候補者といたしました。

2022年05月26日 16時41分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 15 ―

候補者
番 号 ４

ひ が さ ゆ う じ

日笠 祐二 1970年10月８日生
当社株式所有数：8,000株 再任

▶略歴・当社における地位及び担当
1993年４月 東京貴宝㈱入社
2009年６月 同上 取締役就任
2012年２月 TOKYO KIHO OVERSEAS(HK)LIMITED 取締役就任
2017年４月 東京貴宝㈱取締役営業副本部長兼営業三部チーフマネージャー就任
2018年５月 同上 取締役営業副本部長兼営業三部チーフマネージャー兼商品部チーフマーチャンダイザ

ー就任
2019年４月 当社営業部長就任
2019年10月 執行役員営業部長就任
2021年１月 執行役員商品企画部長就任
2021年４月 執行役員商品本部長就任
2021年６月 取締役就任（現任）
2021年10月 京都きもの友禅㈱取締役兼商品本部長兼商品企画部長兼商品管理部長就任
2022年４月 同上 取締役兼商品本部長兼商品管理部長就任（現任）

▶重要な兼職の状況
京都きもの友禅㈱ 取締役兼商品本部長兼商品管理部長

▶取締役候補者とした理由
日笠祐二氏は、宝飾業界における経営者としての豊富な経験と知識を活かし、当社の商品戦略、営業戦略の
実行に多大なる成果をあげており、サステナビリティに基づく商品開発等にも取り組んでまいりました。同
氏の豊富な経験と知識は、当社グループの更なる成長のために必要であることから、引き続き取締役候補者
といたしました。
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候補者
番 号 ５

は し も と やすし

橋本 泰 1967年12月３日生
当社株式所有数：－株 社外 独立 再任

▶略歴・当社における地位及び担当
1990年４月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほフィナンシャルグループ）入行
2003年３月 ㈱ベーシックキャピタルマネジメント エグゼクティブディレクター
2007年９月 オリンパス キャピタル ホールディングス アジア ホンコン リミテッド 日本におけ

る代表者
2010年６月 当社社外取締役就任
2014年６月 同上 退任

㈱海外需要開拓支援機構執行役員
2018年６月 当社社外取締役就任（現任）
2018年７月 合同会社ブリッジパートナーズ代表社員就任（現任）
2020年６月 鈴茂器工㈱社外取締役就任（現任）

▶重要な兼職の状況
合同会社ブリッジパートナーズ 代表社員
鈴茂器工㈱ 社外取締役

▶社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
橋本泰氏は、投資業務を通じて培ってきた豊富な知識・経験を有しており、特に経営戦略やマーケティング、
DXの推進等について助言をいただいてまいりました。引き続き、当該知見を生かし、特に幅広い経営的視点
からの助言や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待し、社外取締役として選任をお願い
するものであります。

（注）1. 上記候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者橋本泰氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主
と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者であります。

3. 当社は、橋本泰氏との間で、会社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき
善意でかつ重大な過失がないときに限り会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額とする旨の
責任限定契約を締結しております。なお、同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予
定であります。

4. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者の職務の執行に関し損害賠償請求がされた場合において、被保険者が負担することとなる
損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が
取締役に選任された場合には、いずれの取締役も当該保険契約の被保険者に含められることとなり
ます。また、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。
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第５号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了とな

ります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであ
ります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号 氏名 現在の当社における地位

１
あ り か わ つとむ

有 川 勉 監査等委員 社外 独立 再任

２
つ じ と も た か

辻 友 崇 監査等委員 社外 独立 再任

３
ほ そ か わ だ い す け

細 川 大 輔 監査等委員 社外 独立 再任
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候補者
番 号 １

あ り か わ つとむ

有川 勉 1955年４月18日生
当社株式所有数：－株 社外 独立 再任

▶略歴・当社における地位及び担当
1981年４月 ㈱東京オールスタイル入社
1989年10月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
1993年８月 公認会計士登録
2009年７月 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）パートナー
2017年11月 有川公認会計士事務所開業

㈱スペースエージェンシー（非常勤）顧問
2018年６月 ㈱コア社外取締役（監査等委員）（現任）
2019年５月 ㈱京都きもの友禅友の会監査役（現任）
2019年６月 当社社外監査役就任
2020年６月 同上 社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任）
2021年４月 京都きもの友禅㈱監査役就任（現任）

▶重要な兼職の状況
公認会計士
京都きもの友禅㈱ 監査役
㈱京都きもの友禅友の会 監査役
㈱コア 社外取締役（監査等委員）

▶社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
有川勉氏は、公認会計士として財務・会計に関する専門的知見並びに豊富な経験を有するとともに、リスク
マネジメントやコンプライアンス強化について高い見識を有していることから、監査等委員である社外取締
役としての職務を適切に遂行することができるものと考え、選任をお願いするものであります。また、同氏
は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から監査
等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、同氏
は2019年６月より１年間当社社外監査役を務めており、2020年６月より２年間当社社外取締役を務めてお
ります。
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候補者
番 号 ２

つ じ と も た か

辻 友崇 1972年２月23日生
当社株式所有数：－株 社外 独立 再任

▶略歴・当社における地位及び担当
1997年10月 中央監査法人入所
2000年４月 公認会計士登録
2007年８月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
2010年10月 同上 退所
2011年７月 常和ホールディングス㈱（現 ユニゾホールディングス㈱）入社
2016年５月 同上 経理部長
2019年１月 同上 退社
2019年６月 当社社外監査役就任
2020年６月 同上 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
2021年５月 ㈱ギア監査役就任（現任）

▶重要な兼職の状況
公認会計士
㈱ギア 監査役

▶社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
辻友崇氏は、公認会計士として財務・会計に関する専門的知見並びに豊富な経験を有するとともに、リスク
マネジメントやコンプライアンス強化について高い見識を有していることから、監査等委員である社外取締
役としての職務を適切に遂行することができるものと考え、選任をお願いするものであります。また、同氏
は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から監査
等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、同氏
は2019年６月より１年間当社社外監査役を務めており、2020年６月より２年間当社社外取締役を務めてお
ります。
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候補者
番 号 ３

ほ そ か わ だ い す け

細川 大輔 1974年10月27日生
当社株式所有数：－株 社外 独立 再任

▶略歴・当社における地位及び担当
2000年10月 弁護士登録
2007年５月 細川大輔法律事務所開設
2020年６月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）

▶重要な兼職の状況
弁護士

▶社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
細川大輔氏は、弁護士としての専門的知見並びに豊富な経験を有するとともに、特に労務管理やリスクマネ
ジメント、コンプライアンス強化について高い見識を有していることから、監査等委員である社外取締役と
しての職務を適切に遂行することができるものと考え、選任をお願いするものであります。また、同氏は過
去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から監査等委員である社外取締役としての
職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、同氏は2020年６月より２年間当社社
外取締役を務めております。

（注）1. 上記候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 有川勉、辻友崇、細川大輔の各氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける
一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者であります。

3. 本議案が原案どおり承認可決された場合は、当社は有川勉、辻友崇、細川大輔の各氏との間で、会
社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないと
きに限り会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額とする旨の責任限定契約を締結する予定で
あります。

4. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者の職務の執行に関し損害賠償請求がされた場合において、被保険者が負担することとなる
損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が
取締役に選任された場合には、いずれの取締役も当該保険契約の被保険者に含められることとなり
ます。また、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。
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第６号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠

の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

で ぐ ち け い た ろ う

出口 桂太郎 1963年４月27日生
当社株式所有数：－株 社外 独立 再任

▶略歴・当社における地位及び担当
1990年10月 三優監査法人入所
1994年３月 公認会計士登録
2001年３月 ㈱ユーラシア旅行社 取締役管理部長就任
2005年２月 税理士登録
2020年１月 公認会計士出口桂太郎事務所開業

▶重要な兼職の状況
公認会計士
税理士

▶社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
出口桂太郎氏は、公認会計士及び税理士であり、会計の専門家としての豊富な経験及び経営に関する高い見
識を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと考え、選
任をお願いするものであります。

（注）1. 上記候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 出口桂太郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 本議案が原案どおり承認可決され、出口桂太郎氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合は、
当社は同氏との間で、会社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意で
かつ重大な過失がないときに限り会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額とする旨の責任限
定契約を締結する予定であります。

4. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者の職務の執行に関し損害賠償請求がされた場合において、被保険者が負担することとなる
損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者が取
締役に就任された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更
新時には、同内容での更新を予定しております。

5. 当社は同氏が社外取締役に就任された場合には、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届
け出る予定であります。

以 上
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取締役及び監査等委員である取締役のスキル・マトリックス

氏名 役職 独立性

主な専門性

企業経営
（経営戦略） 営業 商品・

マーケティング 財務・会計
IT・デジタル
DX推進

ESG・
サステナ
ビリティ

人事・労務
人材開発

リスクマネ
ジメント・
コンプライ
アンス

服 部 雅 親 代表取締役社長 ● ● ● ● ●

粕 谷 進 一 取締役副社長 ● ● ● ● ● ●

橋 本 和 之 常務取締役 ● ● ● ●

日 笠 祐 二 取締役 ● ● ● ●

橋 本 泰 社外取締役 ○ ● ● ● ●

有 川 勉 社外取締役
（常勤監査等委員） ○ ● ● ●

辻 友 崇 社外取締役
（監査等委員） ○ ● ● ●

細 川 大 輔 社外取締役
（監査等委員） ○ ● ● ●

※本表は各取締役・各監査等委員である取締役が有する全てのスキルを表すものではありません。
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(添 付 書 類)

第 51 期 事 業 報 告
(20212022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が促進
され、緊急事態宣言解除により経済活動にも一部持ち直しの動きがみられましたが、動向に
は引き続き注視が必要であり、先行きは不透明な状況で推移いたしました。
このような環境の中、当社グループでは、感染拡大の抑制に必要な対策、対応を実施しな

がら営業活動を行ってまいりました。加えて、経営環境の変化が加速していく中、持続的な
成長を実現するためには新規事業の創出、次世代の経営者の育成促進が必要と考え、持株会
社体制への移行を実施いたしました。当社グループにおける各事業部門別の状況は次のとお
りであります。
なお、当連結会計年度の期首より、報告セグメントの区分を変更いたしました。そのた

め、各セグメントの前年同期比較及び分析は、変更後の区分に基づいております。
また、当連結会計年度の期首より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号

2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を適用しております。詳細は、
「連結注記表 1.重要な会計方針に係る事項（会計方針の変更）」に記載のとおりです。

〔和装店舗運営事業〕
「振袖」販売及びレンタルについては、第３四半期においては販促キャンペーンによる来

店者数の回復による増加があったものの、上半期は長期間に渡る緊急事態宣言の発令による
影響及び広告宣伝活動のデジタルシフトによる来店促進効果が十分に発揮できなかったこ
と、第４四半期において新型コロナウイルス感染拡大及びまん延防止等重点措置の発令によ
る影響を主要因として、振袖購入需要が高まる時期における集客に苦戦したため、受注高は
前年同期比8.5％減となりました。また、既存顧客を対象とした「一般呉服」等の受注高に
ついては、感染拡大防止に努めながら積極的に催事を行い、堅調に推移したため、前年同期
比22.6％増となりました。
以上により、和装店舗運営事業の売上高（出荷高）については、収益認識会計基準等の適

用の影響も加味し、8.3％増の8,230百万円となりました。
利益面においては、売上総利益率は収益認識会計基準等の適用を加味し、前年同期と比べ
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1.0ポイント低下し61.8％となりました。販売費及び一般管理費については、前期に引き続
き構造改革によるコスト削減を進めており、特に広告宣伝費比率を引き下げつつ売上高を確
保し、損益分岐点売上高を引き下げる活動を推進しております。前述のとおり売上高は増加
したものの、前年同期は臨時休業期間中に発生した費用（人件費、店舗家賃、催事中止費用
等）376百万円を特別損失として計上していたこともあり、販売費及び一般管理費の対売上
高比率は前年同期並となっております。この結果、和装店舗運営事業の営業利益は前年同期
比4.6％減の598百万円となりました。

〔その他事業〕
その他事業については、写真スタジオ事業、ＥＣ事業を中心に売上高拡大に取り組みまし

た。特にＥＣ事業についてはコロナ禍において商品の購入・レンタル方法として、そのニー
ズの高まりにより326.3％の増収となりました。以上により売上高は前年同期比263.5％増
の254百万円となりました。一方、新規事業への先行投資や設備投資を行ったことや新規店
舗のオープンコストの発生等により、営業損失75百万円（前年同期は営業利益11百万円）
を計上することとなりました。

これらの結果、当連結会計年度の連結業績は、売上高においては前年同期比10.6％増の
8,484百万円、営業利益は93.1％減の4百万円、経常利益は83.0％減の16百万円となりま
した。また、特別損失として店舗の減損損失を169百万円、投資有価証券評価損を40百万
円計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純損失は185百万円（前年同期は親会
社株主に帰属する当期純利益77百万円）となりました。

（2）設備投資等の状況
当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は166百万円で、

その主なものは当社の店舗出店に伴う内部造作等設備であります。

（3）資金調達の状況
当社グループにおいては、新型コロナウイルスの感染拡大とその長期化に対する備えとし

て、運転資金を手厚くし、財務基盤を強固なものとするために、1,400百万円の借入を行っ
ております。
なお、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と総額4,700百万円の当座貸越契

約を締結しており、これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は100百万円で
あります。
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（4）事業の譲渡、吸収分割の状況
当社は、2021年10月１日付で当社を分割会社として、京都きもの友禅株式会社（株式会

社京都きもの友禅分割準備会社として2021年４月14日設立）に和装店舗運営事業及びその
他事業を承継し、持株会社体制へと移行いたしました。また、同日付で当社は株式会社
YU-WA Creation Holdingsへ商号変更いたしました。

（5）対処すべき課題
当社グループでは、「振袖」販売から繋がった既存顧客に対して、「一般呉服」を販売する

というビジネスモデルを基軸として営業活動を行っております。呉服小売市場の環境におい
ては、新型コロナウイルスの感染拡大に伴うイベント自粛などにより消費マインドが冷え込
むなど、厳しい状況にあります。今後は費用構造の見直し等、構造改革を進め、収益力を向
上させることが業績回復へ向けての課題となっております。
また、中期的な成長のために、既存の和装事業に加えて、周辺事業を中心とした新規事業

にも取り組んでまいります。
今後は和装事業の売上・利益回復とともに、新規事業の創出を優先課題と考え、以下の事

項について取り組んでまいります。

① 和装事業の効率化による収益向上
デジタルマーケティングを強化し、広告宣伝費比率を引き下げつつ売上高を確保していく

体制へのシフトを進めてまいります。ITインフラ・ツール導入への投資を行うことで店舗営
業とも連動し、売上高及び利益の回復を図り、収益力の改善を図ってまいります。
また、お客様のニーズや期待を上回るご提案ができるよう、商品構成、催事企画、サービ

ス特典等のあり方について継続的な改善に努めてまいります。

② 人材の確保、育成
振袖・一般呉服販売ともに、高度な販売ノウハウ・接客技術・商品知識が必要となりま

す。社員の教育及び研修の充実化を図り、成約率や平均単価の改善に努めてまいります。ま
た、社員の定着率向上が販売力全体のレベルアップにも繋がるものと考え、採用時のミスマ
ッチ低減や、採用後の教育・サポート体制についても改善を図り、定着率向上を図ってまい
ります。

③ 新規事業の創出
中期的な成長のため、既存の和装事業に加えて、経営理念のテーマに沿ったカテゴリー・

サービス・商材を選定し、事業化へ取り組んでまいります。積極的にアライアンスを活用
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し、新たなサービスをお客様にご提供するとともに、新規顧客の獲得にも努めてまいりま
す。

（6）財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

期 別

区 分
第 48 期

2019年３月期
第 49 期

2020年３月期
第 50 期

2021年３月期
第 51 期

（当連結会計年度）
2022年３月期

売 上 高（千円） 9,240,762 10,514,143 7,668,004 8,484,434
経常利益又は経常損失（△）（千円） △812,251 △269,652 98,840 16,765
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）（千円） △818,953 △420,255 77,480 △185,183

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）（円） △68.57 △35.13 6.50 △15.66
総 資 産（千円） 12,841,060 12,173,406 12,207,633 11,857,160
純 資 産（千円） 5,908,968 5,342,176 5,330,536 4,788,007
１ 株 当 た り 純 資 産 （円） 494.79 446.12 451.81 404.37
（注）1. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は期中平均発行済株式総数、１株当たり純

資産は期末発行済株式総数で各々除し、円単位で表示し銭未満を四捨五入して表示しております。
2. 期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数は、いずれも自己株式数を除いて算出しておりま
す。

3. 第50期以降は、「株式給付型ＥＳＯＰ」制度において信託口が保有する当社の普通株式を、１株当た
り純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。また、１株当
たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）の算定上、期中平均株式数の計算において控除す
る自己株式に含めております。

4. 第51期（当連結会計年度）の状況につきましては、前記「（1）事業の経過及びその成果」に記載の
とおりであります。

5. 当連結会計年度より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等
を適用しており、当連結会計年度の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後
の数値を記載しております。
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② 当社の財産及び損益の状況の推移
期 別

区 分
第 48 期

2019年３月期
第 49 期

2020年３月期
第 50 期

2021年３月期
第 51 期
(当期)

2022年３月期
売 上 高 及 び 営 業 収 益（千円） 9,293,751 10,566,591 7,718,765 4,130,136
経常利益又は経常損失（△）（千円） △837,032 △151,268 290,245 △217,049
当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △836,020 △289,455 93,595 △255,916
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）（円） △70.00 △24.20 7.85 △21.64
総 資 産（千円） 8,246,030 7,870,983 8,381,997 5,814,939
純 資 産（千円） 5,311,581 4,896,869 4,880,013 4,266,752
１ 株 当 た り 純 資 産 （円） 444.77 408.93 413.62 360.35
（注）1. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は期中平均発行済株式総数、１株当たり純

資産は期末発行済株式総数で各々除し、円単位で表示し銭未満を四捨五入して表示しております。
2. 期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数は、いずれも自己株式数を除いて算出しておりま
す。

3. 第50期以降は、「株式給付型ＥＳＯＰ」制度において信託口が保有する当社の普通株式を、１株当た
り純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。また、１株当
たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）の算定上、期中平均株式数の計算において控除す
る自己株式に含めております。

4. 当社は、2021年10月１日付で持株会社体制へ移行し、和装店舗運営事業及びその他事業を新しく
設立した京都きもの友禅株式会社（2021年10月１日付で株式会社京都きもの友禅分割準備会社か
ら商号変更）に事業承継いたしましたので、2021年10月１日からの営業収益は、主に経営指導料
となります。なお、当社は同日付で京都きもの友禅株式会社から株式会社YU-WA Creation
Holdingsへ商号変更しております。

5. 当期より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用して
おり、当期の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しており
ます。

（7）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会社名 資本金 議決権比率 主要な事業内容

京 都 き も の 友 禅 株 式 会 社 10,000千円 100.0％ 和装店舗運営事業
その他事業

株 式 会 社 京 都 き も の 友 禅 友 の 会 100,000千円 100.0％ 前払式特定取引業
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（8）主要な事業内容（2022年３月31日現在）
当企業集団は、当社、連結子会社である京都きもの友禅株式会社及び株式会社京都きもの

友禅友の会の３社により構成されており、呉服等の販売を主たる業務としております。
当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの

関連は、次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。
(1) 和装店舗運営事業
京都きもの友禅株式会社（連結子会社）
振袖等を中心とした呉服販売を主とし、それに関連する宝飾品等の販売及び呉服等の
レンタルを行い、全国チェーン展開による小売業を営んでおります。
また、顧客に対して販売代金等の割賦販売業務を行っております。
株式会社京都きもの友禅友の会（連結子会社）
割賦販売法に基づき会員積立業務を営む前払式特定取引業者であり、入会会員には毎
月一定額を積み立てていただく「お買物カード」を発行し、積立金利用の際には積立
金額にボーナス分をプラスすることによって、京都きもの友禅株式会社の販売促進の
助成(呉服販売の取次ぎ―割賦販売法第２条第５項)を行っております。

(2) その他事業
京都きもの友禅株式会社（連結子会社）
和装店舗運営事業に付随した事業として、写真スタジオ事業、ＥＣ事業、ネイルサロ
ン事業、オンラインスクール事業を行っております。
区 分 主 要 な 事 業

和 装 店 舗 運 営 事 業 呉服販売を主とし、それに関連する宝飾品等の販売、割賦販売業務

そ の 他 事 業 和装店舗運営事業に付随した、写真スタジオ事業、ＥＣ事業、ネイル
サロン事業、オンラインスクール事業
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（9）主要な営業所等（2022年３月31日現在）
① 当 社 本 社 東京都中央区日本橋大伝馬町14番１号
② 店 舗
地 方 別 店舗数 都 道 府 県 別

北 海 道 4 北海道４店

東 北 3 宮城県１店、福島県１店、岩手県１店

関 東 22 栃木県１店、茨城県１店、埼玉県３店、千葉県４店、東京都９店、
神奈川県４店

中 部 11 新潟県１店、富山県１店、石川県１店、静岡県３店、愛知県２店、
三重県１店、岐阜県１店、長野県１店

近 畿 6 京都府１店、大阪府３店、兵庫県２店

中 国 2 岡山県１店、広島県１店

四 国 1 香川県１店

九 州 4 福岡県３店、熊本県１店

合 計 53

（10）従業員の状況
区 分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

男 子 104名 （＋） 2 名 41.6歳 13.4年

女 子 433 （－）19 47.3 11.9

合計又は平均 537 （－）17 46.0 11.8

（注） 上記には定時社員32名を含んでおりません。

（11）主要な借入先（2022年３月31日現在）
借入先 借入額

株式会社みずほ銀行 1,000,000千円
株式会社りそな銀行 300,000
三井住友信託銀行株式会社 100,000
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２．会社の株式に関する事項（2022年３月31日現在）

（1）発行可能株式総数 普通株式 72,612,000株

（2）発行済株式の総数 15,498,200株
（自己株式 3,306,289株）

（3）株主数 10,801名
（注） 株主数には、単元未満株主数を含んでおります。

（4）上位10名の株主（自己株式を除く）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,370,700株 11.2％
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 信 託 口 ) 739,400株 6.1％
河 端 雄 樹 460,000株 3.8％

粕 谷 進 一 106,000株 0.9％

YU-WA Creation Holdings 従 業 員 持 株 会 102,921株 0.8％

河 端 啓 子 100,000株 0.8％

河 端 薫 100,000株 0.8％

河 端 隼 平 100,000株 0.8％

藤 田 由 里 子 100,000株 0.8％

増 田 真 紀 子 100,000株 0.8％

（注）1. 持株比率は自己株式（3,306,289株）を控除して計算しております。なお、自己株式3,306,289株
には「株式給付型ＥＳＯＰ」が保有する当社株式351,300株は含まれておりません。

2. 上記株式会社日本カストディ銀行（信託口）の所有株式数には、「株式給付型ＥＳＯＰ」が保有する
当社株式351,300株が含まれております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式
当社は、2020年６月24日開催の第49期定時株主総会において、当社の取締役（監査等

委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する中長期的なインセンティブの付与及び
株主価値の共有を目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。
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その総額は、年額15,000千円以内、株式数の上限を年60,000株以内としております。当
該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の員数は、
３名であります。また、本制度による当社の普通株式（以下「本株式」といいます。）の発
行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との
間において、①対象取締役は、３年間から５年間までの間で当社の取締役会が定める期間、
本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事
由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式
割当契約が締結されることを条件といたします。
これを受け、2021年７月26日開催の取締役会決議に基づき、自己株式42,500株を処分

し、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式と
して割り当てました。なお、割り当てた譲渡制限付株式の数は以下のとおりです。

役員区分 株式数 交付対象者数
取締役（監査等委員である取締役及び
社外取締役を除く。） 42,500株 ４名

３．会社の新株予約権等に関する状況

（1）当事業年度末日における新株予約権の状況
該当事項はありません。

（2）当事業年度中に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

（1）取締役の氏名等（2022年３月31日現在）
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 服 部 雅 親 京都きもの友禅㈱取締役会長
㈱京都きもの友禅友の会取締役

取締役副社長 粕 谷 進 一
経営管理本部長
京都きもの友禅㈱取締役兼マーケティング本部長
㈱京都きもの友禅友の会代表取締役社長

常 務 取 締 役 橋 本 和 之 京都きもの友禅㈱代表取締役社長兼営業本部長

取 締 役 日 笠 祐 二 京都きもの友禅㈱取締役兼商品本部長兼商品企画部長兼商品管
理部長

取 締 役 橋 本 泰 合同会社ブリッジパートナーズ代表社員
鈴茂器工㈱社外取締役

取 締 役
（常勤監査等委員） 有 川 勉

公認会計士
京都きもの友禅㈱監査役
㈱京都きもの友禅友の会監査役
㈱コア社外取締役（監査等委員）

取 締 役
（監 査 等 委 員） 辻 友 崇 公認会計士

㈱ギア監査役
取 締 役
（監 査 等 委 員） 細 川 大 輔 弁護士

（注）1. 2021年６月28日開催の第50期定時株主総会において、取締役 服部雅親氏、粕谷進一氏、橋本和
之氏及び橋本泰氏の改選を行い、同日就任いたしました。

2. 2021年６月28日開催の第50期定時株主総会において、日笠祐二氏は取締役に選任され、同日就任
いたしました。

3. 取締役 橋本泰氏、有川勉氏、辻友崇氏及び細川大輔氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締
役であります。

4. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集及び
重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にする
ため、有川勉氏を常勤の監査等委員として選定しております。

5. 取締役 橋本泰氏、有川勉氏、辻友崇氏及び細川大輔氏は、東京証券取引所規則に定める独立役員
として同取引所に届け出ております。

6. 監査等委員 有川勉氏及び辻友崇氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相
当程度の知見を有するものであります。

7. 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は１名で、総務人事部長浅香竜也であります。

（2）当事業年度に係る取締役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
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当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し
ております。当該決定方針の内容は、以下のとおりです。
1.取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、固定報酬（月額報酬）及び譲
渡制限付株式（ただし、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）から構成
される。
2.人事部門長は、株主総会で決議がなされた取締役報酬枠の範囲内で、同業他社、当社
と同規模の役位別取締役報酬額に関する情報収集を行う。当該情報に基づき、経営管
理部門担当取締役と人事担当部門長は、当年度の会社業績を勘案した、次年度の取締
役個別報酬に関し、総会開催予定日の60日前までに、個人別の報酬案を策定する。
代表取締役社長及び経営管理部門担当取締役は、当該策定された報酬案に関して協議
を行い、取締役会に諮る個別取締役報酬案を確定する。代表取締役社長は、監査等委
員会に対し、取締役会に諮る前に取締役の個別報酬に関して説明を行い、監査等委員
会からの意見聴取及び同意を得る。代表取締役社長は、個別役員報酬に関して、a.固
定現金報酬、b.株式報酬それぞれの金額に関して個別に取締役会に上程し、承認を得
る。
3.取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、非金銭報酬等と
して、株主総会で決議した報酬枠の範囲内で、直接交付型株式報酬としての付与時か
ら3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間を譲渡制限期間とする譲
渡制限付株式を付与する。
4.取締役に対する固定報酬及び譲渡制限付株式報酬の比率は、100対15～25を目安と
している。

5.業績の年度計画に対し、著しく未達が起きている状況など、著しい業績不振の場合に
は、各取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、固定報酬
の自主返納を要請する、又は、取締役会の決議により減額する場合がある。

上記2.に記載のとおり、社外取締役を含めた取締役会において決定方針との整合性を
含めた多角的な検討を行っているため、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内
容は決定方針に沿うものであると判断しております。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年６月24日であり、決
議の内容は取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度年額は200,000千円
（うち、社外取締役分は30,000千円）、監査等委員である取締役の報酬限度年額は
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40,000千円であります。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を
除く。）の員数は４名（うち、社外取締役は１名）、監査等委員である取締役の員数は３
名です。
また、2020年６月24日開催の第49期定時株主総会において、当社の取締役（監査
等委員である取締役及び社外取締役を除く。）を対象に、当社の企業価値の持続的な向
上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ
とを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。当該株式
報酬の内容及びその交付状況は2.会社の株式に関する事項(5)に記載のとおりです。

③ 取締役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員数
（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員で
あるものを除く。）
（うち社外取締役）

57,371
（3,600）

50,345
（3,600） ― 7,026

（―）
5

（1）

監査等委員である
取締役

（うち社外取締役）
11,220
(11,220）

11,220
（11,220） ― ― 3

（3）

（注） 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。

（3）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係

社外取締役橋本泰氏は、合同会社ブリッジパートナーズの代表社員及び鈴茂器工㈱の
社外取締役でありますが、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）有川勉氏は、当社の子会社である京都きもの友禅㈱の監査

役及び㈱京都きもの友禅友の会の監査役を兼任しております。また、㈱コアの社外取締
役（監査等委員）でありますが、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）辻友崇氏は、㈱ギアの監査役でありますが、当社と兼職先

との間には特別の関係はありません。
② 当事業年度における主な活動状況
社外取締役 橋本泰
当事業年度中の在任期間に開催した13回の取締役会のうち13回全てに出席いたしま
した。投資業務を通じて培ってきた知識・経験を活かし、主にマーケティング戦略や
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新規事業等について積極的な助言・提言を適宜行っております。
社外取締役（監査等委員） 有川勉
当事業年度中の在任期間に開催した13回の取締役会のうち、取締役（監査等委員）
として13回全てに出席し、また、当事業年度中の在任期間に開催した12回の監査等
委員会全てに出席いたしました。公認会計士としての専門的な知識・経験を活かし、
主に不正の未然防止等の観点から、コーポレートガバナンスの向上等について積極的
な助言・提言を適宜行っております。
社外取締役（監査等委員） 辻友崇
当事業年度中の在任期間に開催した13回の取締役会のうち、取締役（監査等委員）
として13回全てに出席し、また、当事業年度中の在任期間に開催した12回の監査等
委員会全てに出席いたしました。公認会計士としての専門的な知識・経験を活かし、
主に財務及び会計面において積極的な助言・提言を適宜行っております。
社外取締役（監査等委員） 細川大輔
当事業年度中の在任期間に開催した13回の取締役会のうち、取締役（監査等委員）
として13回全てに出席し、また、当事業年度中の在任期間に開催した12回の監査等
委員会全てに出席いたしました。弁護士としての専門的な知識・経験を活かし、主に
個人情報保護やコンプライアンスの観点から、積極的な助言・提言を適宜行っており
ます。

（4）責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第１項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度
額は、会社法第425条第１項各号の額の合計額としております。なお、当該責任限定が認め
られるのは、当該社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大
な過失がないときに限られます。

（5）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結し、被保険者の職務の執行に関し損害賠償請求がされた場合において、被保険者が負
担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとし
ております。
当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の役員等であり、全ての被保険者について、そ

の保険料を全額当社が負担しております。
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５．会計監査人の状況

（1）会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人

（2）報酬等の額
支 払 額

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 29,000千円

当社及び当社の連結子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額 29,000千円

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬の額を区分しておらず、実質的に区分できないため、上記の金額にはこれらの合計金額
を記載しております。

2. 会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、
会計監査人の監査計画や監査の実施状況等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について
会社法第399条第1項の同意を行っております。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断し

た場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に
基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め

られる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、
監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会
計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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６．会社の体制及び方針

（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適
正を確保するための体制
① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、経営意思決定機関として取締役会を月１回以上開催し、各取締役より計画提
案、執行報告等の業務報告を受けて、その内容を審議・確認・統制し、その検討資料とと
もに議事録を作成して保管しております。
法令・定款への適合が判断しにくい場合には、顧問弁護士、顧問税理士、監査法人等に

事前に相談し、適正な判断や意思決定を確保しております。
当社は、「企業行動憲章」、「社員行動規範」を定め、全役職員に周知徹底を図っており

ます。また、コンプライアンス等に関する社内外を窓口とする内部通報制度を整備してお
り、取締役会、監査等委員会へ適切な報告がなされるための体制を整えております。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会における構成員の業務計画・経過報告・業務報告等はすべてその資料とともに
議事録として保管しております。
③ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

経営の政策決定に伴う将来的な損失の発生については、政策決定の前段階にて想定でき
る事項は考慮した上で意思決定を行うこととしております。
社内外で発生する緊急事態に対しては、すみやかに対応責任者となる取締役を定めるこ

ととし、損害を未然に防止し、または、最小限にとどめられるよう対処してまいります。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は原則として毎月１回以上の取締役会を開催し、経営戦略・事業計画等の重要事項
の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社の業務執行については、毎月開催の取締役会にて経過報告、財務報告等を行い、

業務執行の状況を把握できる体制を構築し、子会社に対し必要な指示、助言、指導を行
い、業務の適正を確保しております。
⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

現在、監査等委員会の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要に応じて監査等委
員会の業務補助のためのスタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査等
委員の協議により決定することとしております。
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⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関す
る事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査等委員会の同意

を必要とすることとしております。
⑧ 当社及び子会社の取締役及び使用人等の監査等委員会への報告体制及びその他の監査等
委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、

直ちに監査等委員会に報告することとしております。
監査等委員は、監査等委員会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握す

るため、取締役会などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に
関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることと
しております。
また、監査等委員会は、監査法人から会計監査内容について説明を受けるとともに情報

の交換を行うなど連携を図っております。
⑨ 監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないことを確保するための体制
前項の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けないこ

とを確保する体制を整備しております。
⑩ 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について
生ずる費用の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務執行について、当社に対し費用を請求してきたときは、担当部門

で審議のうえ、当該費用が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと証明した場合を除
き、速やかに当該費用を当社が負担します。
⑪ 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するための基本方針を定めており、代表取締役は、財
務報告に係る内部統制を整備・運用・評価し、不備があれば是正する体制の構築を行って
おります。
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（2）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適
正を確保するための体制の運用状況の概要
① 内部統制システムに関する取り組み

当社は、取締役会において決定した会社法第362条第４項第６号に定める会社の業務の
適正を図るための体制の整備に関する基本方針に基づき、当社の内部統制システムの整
備・運用状況について評価を実施し、本基本方針に基づき内部統制システムが適切に整備
運用されていることを確認いたしました。
② リスク管理に関する取り組み

法的規制等のリスクについては、総務人事部が主体となって管理しており、必要に応じ
て顧問弁護士等のアドバイスを受けながら関連部署との連携を密にし、規則・規程の整備
を行っております。
損失の危機の管理については、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を社内に設置

し、定期的に当社グループが抱える諸リスクの審議を行っております。
③ 内部監査に関する取り組み
当社の内部監査部門による当社内各部門及び子会社への内部監査を実施いたしました。

④ 監査等委員会への情報提供への取り組み
当社の内部監査部門の担当者は、毎月開催されている監査等委員会に出席し、内部監査

年度計画に沿って実施した監査結果、日次監査事項での問題点、及び臨店状況等を報告し
ております。
また、当社では代表取締役と監査等委員との情報共有、意見交換を目的とした会議を定

期的に開催しております。

（3）会社の支配に関する基本方針
買収防衛策等の方針について特に記載すべき事項はありません。

（4）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、経営効率化により収益の向上を図り、その結果としての利益処分に関しては、将

来の資金需要を勘案しながら株主還元として安定的・継続的な配当を行うことを基本方針と
しております。
内部留保資金につきましては、経営体質の一層の充実及び財務体質の改善のため役立てる

ことに努めてまいります。
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（本事業報告中の記載数字は、金額については表示単位未満を切り捨て、比率その他について
は、四捨五入しております。）
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第51期連結貸借対照表
（2022年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 9,146,337 流 動 負 債 6,628,138
現 金 及 び 預 金 3,969,107 買 掛 金 222,985
売 掛 金 2,878,891 短 期 借 入 金 1,400,000
商 品 及 び 製 品 1,576,296 リ ー ス 債 務 8,138
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 20,237 未 払 法 人 税 等 28,467
前 払 費 用 588,378 前 受 金 818,715
そ の 他 113,426 預 り 金 2,881,505

賞 与 引 当 金 74,000
前 受 収 益 496,111

固 定 資 産 2,710,822 資 産 除 去 債 務 3,775
有 形 固 定 資 産 233,383 契 約 負 債 279,540
建 物 176,331 そ の 他 414,899
そ の 他 57,052 固 定 負 債 441,013
無 形 固 定 資 産 74,222 リ ー ス 債 務 18,011
投資その他の資産 2,403,216 繰 延 税 金 負 債 1,621
投 資 有 価 証 券 0 株 式 給 付 引 当 金 4,995
差 入 保 証 金 1,655,200 資 産 除 去 債 務 416,385
敷 金 及 び 保 証 金 695,883 負 債 合 計 7,069,152
繰 延 税 金 資 産 34,126 純 資 産 の 部
そ の 他 18,006 株 主 資 本 4,788,007

資 本 金 1,215,949
資 本 剰 余 金 1,404,538
利 益 剰 余 金 5,195,404
自 己 株 式 △3,027,884
純 資 産 合 計 4,788,007

資 産 合 計 11,857,160 負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,857,160
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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第51期連結損益計算書
(20212022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 8,484,434
売 上 原 価 3,264,153
売 上 総 利 益 5,220,280
販売費及び一般管理費 5,215,927
営 業 利 益 4,353
営 業 外 収 益
受 取 利 息 114
助 成 金 収 入 23,144
受 取 保 険 金 4,300
雑 収 入 7,344 34,903

営 業 外 費 用
支 払 利 息 13,755
支 払 手 数 料 6,000
雑 損 失 2,735 22,490

経 常 利 益 16,765
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 600 600
特 別 損 失
和 解 金 2,500
固 定 資 産 除 却 損 0
減 損 損 失 169,993
投 資 有 価 証 券 評 価 損 40,094 212,588

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 195,222
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 28,363
法 人 税 等 調 整 額 △38,402
当 期 純 損 失 185,183
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 185,183

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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第51期連結株主資本等変動計算書

(20212022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本
純資産合計

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,215,949 1,431,398 5,748,973 △3,065,784 5,330,536 5,330,536

会計方針の変更による累積的影響額 △295,359 △295,359 △295,359

会計方針の変更を反映した当期首残高 1,215,949 1,431,398 5,453,613 △3,065,784 5,035,176 5,035,176

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △73,024 △73,024 △73,024
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 △185,183 △185,183 △185,183

自 己 株 式 の 取 得 △10 △10 △10

自 己 株 式 の 処 分 △26,860 37,910 11,050 11,050
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額） － －

当 期 変 動 額 合 計 － △26,860 △258,208 37,899 △247,168 △247,168

当 期 末 残 高 1,215,949 1,404,538 5,195,404 △3,027,884 4,788,007 4,788,007

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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第51期貸借対照表
（2022年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 5,318,991 流 動 負 債 1,510,015
現 金 及 び 預 金 1,380,516 短 期 借 入 金 1,400,000
売 掛 金 2,163,688 リ ー ス 債 務 4,239
前 払 費 用 30,700 未 払 金 28,756
関 係 会 社 未 収 入 金 45,702 関 係 会 社 未 払 金 53,253
関係会社営業未収入金 47,289 未 払 費 用 253
関 係 会 社 短 期 貸 付 金 1,600,000 未 払 法 人 税 等 17,681
そ の 他 51,095 預 り 金 1,831

賞 与 引 当 金 4,000
固 定 資 産 495,947 固 定 負 債 38,171
有 形 固 定 資 産 34,734 リ ー ス 債 務 3,648
建 物 18,879 株 式 給 付 引 当 金 4,995
工 具、 器 具 及 び 備 品 13,036 資 産 除 去 債 務 29,527
そ の 他 2,818 負 債 合 計 1,548,186
無 形 固 定 資 産 64,553 純 資 産 の 部
ソ フ ト ウ エ ア 52,290 株 主 資 本 4,266,752
そ の 他 12,262 資 本 金 1,215,949
投資その他の資産 396,659 資 本 剰 余 金 1,244,245
投 資 有 価 証 券 0 資 本 準 備 金 304,000
関 係 会 社 株 式 345,985 そ の 他 資 本 剰 余 金 940,245
長 期 前 払 費 用 7,325 利 益 剰 余 金 4,834,442
敷 金 及 び 保 証 金 38,694 利 益 準 備 金 275,125
そ の 他 4,654 そ の 他 利 益 剰 余 金 4,559,317

繰 越 利 益 剰 余 金 4,559,317
自 己 株 式 △3,027,884
純 資 産 合 計 4,266,752

資 産 合 計 5,814,939 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,814,939
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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第51期損益計算書
( 20212022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 3,872,196
営 業 収 益 257,940
売上高及び営業収益合計 4,130,136
売 上 原 価 1,448,481
売 上 総 利 益 2,681,654
販売費及び一般管理費 2,686,739
営 業 費 用 234,136
販売費及び一般管理費並びに営業費用合計 2,920,875
営 業 損 失 239,221
営 業 外 収 益
受 取 利 息 11
助 成 金 収 入 23,144
受 取 保 険 金 4,300
受 取 事 務 手 数 料 5,672
関 係 会 社 受 取 利 息 604
雑 収 入 5,191 38,924
営 業 外 費 用
支 払 利 息 6,108
支 払 手 数 料 6,000
支 払 保 証 料 2,933
雑 損 失 1,710 16,752
経 常 損 失 217,049
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 600 600
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 0
和 解 金 2,500
投 資 有 価 証 券 評 価 損 40,094 42,595
税 引 前 当 期 純 損 失 259,044
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 7,521
法 人 税 等 調 整 額 △10,649
当 期 純 損 失 255,916

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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第51期株主資本等変動計算書
(20212022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰越利益

剰余金
当 期 首 残 高 1,215,949 304,000 967,105 1,271,105 275,125 － 5,183,617 5,458,742
会計方針の変更による累積的影響額 △295,359 △295,359

会計方針の変更を反映した当期首残高 1,215,949 304,000 967,105 1,271,105 275,125 － 4,888,257 5,163,382
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △73,024 △73,024
当 期 純 損 失 △255,916 △255,916
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 △26,860 △26,860
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 － － △26,860 △26,860 － － △328,940 △328,940
当 期 末 残 高 1,215,949 304,000 940,245 1,244,245 275,125 － 4,559,317 4,834,442

株 主 資 本
純資産合計

自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 △3,065,784 4,880,013 4,880,013
会計方針の変更による累積的影響額 △295,359 △295,359

会計方針の変更を反映した当期首残高 △3,065,784 4,584,653 4,584,653
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △73,024 △73,024
当 期 純 損 失 △255,916 △255,916
自 己 株 式 の 取 得 △10 △10 △10
自 己 株 式 の 処 分 37,910 11,050 11,050
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） －

当 期 変 動 額 合 計 37,899 △317,900 △317,900
当 期 末 残 高 △3,027,884 4,266,752 4,266,752
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

２０２２年５月２０日
株式会社YU-WA Creation Holdings

取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森 田 高 弘
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 川 高 史

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社YU-WA Creation Holdings（旧会
社名 京都きもの友禅株式会社）の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの連結会計年度の連
結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社YU-WA Creation Holdings（旧会社名 京都きもの友禅株式会社）及び連結子会社か
らなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計
算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら
れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに
連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

２０２２年５月２０日
株式会社YU-WA Creation Holdings

取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森 田 高 弘
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 川 高 史

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社YU-WA Creation Holdings

（旧会社名 京都きもの友禅株式会社）の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第５１期事
業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその
附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。

2022年05月26日 16時41分 $FOLDER; 51ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 51 ―

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等
の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算
書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第51期事業年度における取締役の職務
の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内
容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明する
とともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な
会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて
説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調
査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を
図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年５月25日

株式会社YU-WA Creation Holdings 監査等委員会
常勤監査等委員 有 川 勉 ㊞
監査等委員 辻 友 崇 ㊞
監査等委員 細 川 大 輔 ㊞

（注）監査等委員有川勉、辻友崇及び細川大輔は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外
取締役であります。

以 上
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株主総会会場ご案内図
場所 東京都中央区日本橋富沢町11番12号

サンライズビル東京 ２階「ザ・グリーンホール」

交通のご案内
馬喰横山駅（都営新宿線）・
馬喰町駅（ＪＲ総武快速線）・
東日本橋駅（都営浅草線）より

人形町駅（東京メトロ日比谷線・
都営浅草線）より

小伝馬町駅（東京メトロ日比谷線）
より

地下道通って
Ａ３出口より徒歩３分

Ａ４出口より徒歩５分 １番出口より徒歩４分

※ 駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください
ますようお願い申し上げます。

株主総会での株主の皆様へのお土産の用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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